
福島県ソフトテニス連盟規約
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(名称及び所在地)

第 l条 この会は福島県、ノヴトチーース連盟(以ト会連盟川内)土称し、事務局を理事長宅におく

(組織)

第 2条 この連盟は福島県所紅小、ノブトテニスケラブ、及びこれに準ずる団体で、連盟の目的に賛同

し、加盟を希望する団体を持って組織するじ

(支部)

第 3条 この連盟は理事会の決議そ経て、必要の地[xJこ支部を置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)

第 4条 この連盟は福島県内にむけるノブトヶ一二→ス会を統轄し、ソフトテニスの健全な普及と発展

をはか的、スポーツ精神に徹して加盟団体相互の融和と親善に寄与することを目的とする。

(事業)

第 5条 この連盟は前条の目的を達成するために、次の事業を行うι

1、各種ソープトデごース大会の開催

2、各種ソフトテニス大会を開催に対する協力及び参加

:3、ソフトテ三スに関寸万講習会、研修会の開催並び、に指導者及び選手の育成

4、日本ゾブトテニス連盟支部としての事業及び関係機関との連絡並びに調整

5、その他目的達成に必要な事業

第3章加盟団体

(加盟)

第 6条 この連盟の加盟団体は、福島県内山本連盟の趣旨に賛同するソフトテ二ス団体で、次の通り

と寸一るL

1、第3条に定める各地[:<の支部

2、福島県高等学校体育連盟ソフトテニス部

:;、福島県中学校体育連盟、ノブトテニス部

4、福島県Lディ スヅソ卜 λコス連盟

5、福島県実業団連盟

り、福島県ン二ア会

第 7条 次に掲げる|吋体で本連盟I}l趣旨に賛同するものは、理事会の同意を得て加盟団体となるこ

引ができる
l、福島県全域に組織きれた、ノワトテ二ス競技団体

(柊録)

第 8条 この連盟の加盟国体(工、毎守一年度始めに所属団体(チーム)とその全員を本連盟に、登録

しなければならない I司、登録規定は目Ijに定めるハ

第 9条 前条の登録内容に変更があった場合は、速やかに本連盟に報告するものとする。
(脱jm
第10条 加盟団体が脱退し上うん1ろぞきは、その理由を付して脱退届(様式便宜)を提出し、理

事会の承認を得るヰ)のぞ寸る

(1注名)

第11条 加盟団体がこの連盟小名誉を著しく傷つけ、又は義務に違反し、著しくその目的に反する

行為があったεきは、理事会の決議を経て除名することができる。

(資格の喪失)

有12条 この連盟の加盟団体は、次({)事由によってその資格を喪失するO

1、脱退

之、加盟同体の解散

3、除名

第4章役 員 等

役員)

訂1:3条 この連盟に次の役員を置く

l、会長 l名
2、副会長 ;Fi t.よれ
ば、用事長 !名

()II 



」、長 r哩三ちた
九、有/--:.理事

行、理事

7、 監事

付、事務局長
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l 党員c1)選出)

出 1-1-条 l、選考委員は加盟団体上 f)1 :名とし、会長、理事長、面IJ理事長、及び監事を理事会に推薦

L用事会はこれを承認、寸一るに

(任務)

2、事務局長{士会長が指名寸之y

3、副会長はし、*)き、本flメ足、県北、県中、県南、会津地区(以ト6地区)の会長、高体連部会長、中体

連部会長、しラプイー ノj車盟会長、実業[，tj連盟会長、ンニア会会長と寸るぐ

4、常任理事は、 6地区間事長、高体連専門委員長、中体連専門委員長、レディ ス連盟理事長、実

業団連盟理事長、小学作:委員長、強化委員長、指導普及委員長、審判委員長、シニア会理事

長、事務局長と寸る

ら、理事は、 6地医より各:3t，、高体連行地区専門委員長、中体連6地医専門委員長、レディース連盟

l名、実業団連盟]名、ず f会 l名、小学生委員会1名と寸るに

第 1:1条 役員(士、次に掲げる任務を遂千 j十る)

i /千期)

1、会長は、二の連盟を代表L会務を統轄'，j'，む

2、副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時[士、その職務を代理する。

3、理事長l士、連盟の事務を統轄する)

4、面IJ理事長は、理事長を補イヰ!、理事長に事故ある時は、職務を代理するし

5、常任理事l士、常任坪字会を組織し、理事長(})要請に応じ、連盟の事業運営を担当する0

6、理事[士、理事長の要請に応じ連盟事業運営を担当する。

7、監事i士、連盟の業務及ρ、会計を監1t寸るU

8、事務局長(士、理事長(J!tM ，]ミ~_.受け、連盟の事務(会計を含む)を執行する

引16条 役員の任期は~{t二子、!ろf-_J._'再任、又it補充を妨げないυ

第5章会 議
L2議)

(，l~17条 この連盟の会議を、理事会、常任理事会E寸るυ

i 卸会事会)

第 lバ条

l、理事会It毎句二 1 [υl定期に付集するItか、会長が必要と認めるとき、又は2分の1以上

ぴ)理事i二上川請求がふ)Jf時は、会長が臨時にこれを召集寸るυ

己、用事会l士、理事ぴlj晶、「数JL出席しなければ成立しない。ただし、あらかじめ事務局長に

提出した委任状l士、成立要件としご認めるυ

:3、理事会ぴ)議長は、会iえし寸るただし、会長に事故ある時は副会長が代行する。

(坪一事会の決議事項)

市EJ条 次に掲げる事項は、理事会)ハ決議を経なければならないu

l、規約の設定、改正及'尺廃 11.
之、事業計画及び事業報科、世「ドに予言草山認定と決算報告

: 3、運営経費の徴収に関 .jる二 L.

」、[司体の加盟、脱退、|徐t，に関するこE
5、その他会長が必要土認が}ろ二土

(常任理事会)

前~O条

1、常任理事会は連盟ぴ)執行か針を決定し、運営の責に当たる!

こ、常任理事会は必要(::J，~: !.:理事長方、仔集寸る

:3 、常任理事会{士、必要ぜ 'I'L~、、副会長ぞの他山役員の出席を要請することができるハ

(常任理事会(7)決定事項)

第:21条 連盟の運営について、次に掲げる事項!.t常任理事会の過半数で、これを決定するO

l、理事会に付議寸る事岨

2、事務ぴ)執行)j針i了一関寸る二土

:3、その他連盟ぴ)運台 iンι、要ど認める事項



第6章 専門委員会

(専門委員会)

第22条 この連盟に事務遂行上必要ある時は、理事会の議決を経て専門委員会を設けることができる)

1、専門委員会の名称及び委員数、並びに運営に関する規則は、理事会の議決を経て別に定

めるc

(任期)

第23条 委員の任期は2年とするハただし再任、又は補充を妨げないc

第24条 委員長は、会長が指名寸る

第7章会 計

(経費)

第25条 この連盟の経費は、次の収入金を持って当てる。

1、支部分担金

2、会員の登録料

3、参加料

4、補助金

5、寄付金

6、その他の収入

(会計年度)

第26条 この連盟の会計年度は2月1日に始ま打、翌年1月31日に終わるO

1、会計年度終了か心理事会主で、の聞における経費は、会長の責任において暫定処理をする

こ土ができるぺ

(臨時徴収)

第27条 この連盟の経費に不足が生じた時は、常任理事会の決議により臨時に徴収することがで、きるO

第8章顧 問

(顧問の推薦)

第2H条 三の連盟は理事会の推薦により、顧問を若干名おくことができる。

第9章慶 弔

(慶弔費)

第29条 連盟加盟団体及び会員に方、ヵ、る慶弔費の負担については、会長、理事長が協議しこれを決定

ーする「

第10章表 彰

(表彰)

第30条 連盟加盟団体及び会員にろゆる表彰に関しては、これを別に定める。

仲間IJ) 1 この規約は、昭和;:)4年4月1日より適用するコ

2.平成10年1月24fl 令部改正 4月1日より適用するわ

;~ .平成12年1月15什 一部改正 4月1日より適用する0

4.平成14年1月]2 n 部改lF:ゐ 2月1日より適用する

5.平成14年度の会計年度は暫定期間とLて平成13年12月1日から平成15年1月31日までの14ヶ

月間とする C

6.平成16年:'3月 6H 部改正 4月1日より適用するC

7、平成17年九月 5fJ 白日改正

8、平成20年3月HH 部改正


